
漢
代
琴
楽
と
孔
子
学
鼓
琴
疑
義

吉

川
　
　
良
　
　
和

（1）　漢代琴楽と孔子楽鼓琴疑義

引

言

　
『
史
記
・
孔
子
世
家
』
な
ど
に
載
せ
る
孔
子
が
師
嚢
に
琴
を
学
ん

だ
故
事
は
、
今
日
ま
で
有
名
な
佳
話
と
し
て
伝
わ
っ
て
お
り
、
疑
い

を
挟
む
余
地
の
な
い
史
実
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
音
楽
を

推
奨
し
た
聖
人
孔
子
が
聖
人
の
楽
器
と
見
な
さ
れ
た
琴
を
弾
い
た
こ

と
は
、
ご
く
自
然
に
受
け
入
れ
ら
れ
歴
代
伝
承
さ
れ
て
き
た
。
早
く

も
留
康
一
二
二
四
｛
二
六
三
一
の
『
声
無
哀
楽
論
』
に
「
師
嚢
奏
操
、

而
仲
尼
賭
文
王
之
容
」
の
語
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
近
年
出
土
し

た
楽
器
を
吟
味
し
諸
典
籍
を
分
析
す
る
と
、
こ
の
故
箏
は
必
ず
し
も

真
実
を
語
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
を
懐
か
せ
る
。
小

論
は
あ
え
て
、
こ
の
二
千
年
以
上
、
中
国
は
お
ろ
か
周
辺
の
漢
字
文

化
圏
で
信
じ
ら
れ
て
き
た
事
柄
に
柳
か
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
ま
ず
孔
子
学
鼓
琴
の
文
言
が
記
さ
れ
た
漢
代
琴
楽
の
時

代
背
景
を
述
べ
、
楽
器
と
し
て
の
琴
の
発
達
段
階
を
分
析
し
て
、
最

後
に
こ
れ
ら
と
文
言
解
析
を
照
合
す
る
こ
と
で
、
疑
念
の
論
拠
を
明

ら
か
に
し
、
大
方
の
ご
示
教
を
賜
り
た
い
と
恩
う
。

漢
代
琴
楽

一
・
一
　
造
琴
伝
説

　
先
秦
時
代
の
典
籍
に
、
雅
楽
器
の
創
造
者
名
す
ら
挙
げ
て
い
な
い

と
こ
ろ
を
み
る
と
、
そ
う
し
た
習
慣
が
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
が

漢
代
に
な
る
と
突
如
、
劉
安
『
潅
南
子
・
泰
族
訓
』
を
は
じ
め
諸
書

に
琴
の
創
造
者
を
い
ず
れ
も
三
皇
の
一
人
・
神
農
と
明
記
し
賑
わ
っ

　
＾
1
）

て
く
る
。
ま
た
、
後
漢
晩
期
の
応
郡
『
風
俗
通
義
・
声
音
』
で
は
、

『
世
本
』
よ
り
引
い
て
特
に
三
器
を
取
り
上
げ
、
琵
は
伏
義
、
琴
は
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神
農
、
簑
は
女
蝸
、
琴
は
神
農
か
伏
義
の
創
造
と
し
て
、
他
の
楽
器

と
一
線
を
画
し
た
。
し
か
も
、
蟹
と
は
『
宋
書
・
楽
書
』
で
示
す
よ

う
に
「
笙
中
之
賛
一
リ
ー
ド
一
」
で
あ
っ
て
単
独
の
楽
器
を
指
し
て

い
な
い
し
、
『
風
俗
通
義
』
は
琵
楽
の
効
用
を
説
か
ず
、
晋
の
平
公

が
謹
言
も
聞
か
ず
蟹
を
弾
か
せ
た
ら
「
平
公
…
、
身
遂
疾
痛
、
晋
国

大
皐
、
赤
地
三
年
」
と
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ほ
ぼ
同
内
容
の
前
漢
『
史
記
・
楽
書
』
と
比
べ
る
と
、
そ
こ
で
は

「
師
畷
不
得
已
、
援
琴
而
鼓
之
」
と
明
確
に
「
琴
」
と
し
て
い
る
の

に
対
し
、
「
師
暖
不
得
己
而
鼓
之
」
と
「
援
琴
」
の
二
字
を
削
除
し
、

か
つ
「
霧
」
の
項
に
属
さ
し
め
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
「
琴
」

の
引
き
起
こ
し
た
災
害
を
忌
避
し
て
、
そ
れ
を
故
意
に
「
琵
」
に
負

わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
『
風
俗
通
義
』
成
書
の
晩
漢

　
　
　
　
　
　
＾
ヨ
）

時
代
に
は
出
土
琴
偶
な
ど
か
ら
、
す
で
に
琴
琵
の
混
同
は
あ
り
え
な

か
っ
た
と
み
て
よ
い
か
ら
だ
（
後
述
）
。
し
た
が
っ
て
、
琴
と
霧
の

み
が
五
帝
よ
り
前
の
三
皇
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
楽
器
と
見
な
さ
れ

た
け
れ
ど
も
、
と
り
わ
け
琴
が
突
出
し
た
扱
い
を
受
け
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
『
礼
記
・
楽
記
・
楽
施
』
に
は
、
「
昔
者
舜
作
五
絃
之
琴
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

以
歌
南
風
」
と
あ
っ
て
、
五
帝
の
一
人
・
舜
が
五
絃
の
琴
を
作
っ
た

と
い
う
の
に
、
『
史
記
・
楽
書
』
な
ど
で
は
、
さ
ら
に
「
而
天
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
〕

治
L
、
「
而
天
下
化
」
の
文
言
が
続
く
。
出
自
は
『
韓
非
子
・
外
儲

説
』
「
昔
者
舜
鼓
五
絃
、
歌
南
風
之
詩
而
天
下
治
」
あ
た
り
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
は
本
来
、
舜
は
五
絃
を
鼓
し
な
が
ら
南
風
の
詩
を
歌
っ
て
の
ん

　
び
り
と
構
え
て
い
て
も
天
下
は
治
ま
っ
た
と
い
う
文
意
で
あ
る
。
そ

　
れ
が
、
漢
代
に
な
る
と
、
聖
王
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
琴
で
聖
王
が
歌

、
う
と
、
そ
の
徳
化
で
天
下
が
治
ま
っ
た
り
教
化
さ
れ
た
り
す
る
と
神

　
秘
性
を
付
会
し
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
抑
も
『
韓
非
子
』
に
は

　
「
之
琴
」
と
は
書
い
て
い
な
い
。
陳
奇
猷
『
韓
非
子
集
釈
』
で
は
、

　
陸
實
『
新
語
』
な
ど
漢
代
五
書
の
同
様
文
言
が
「
之
琴
」
二
字
を
加

　
え
て
い
る
の
を
見
て
「
五
絃
下
之
琴
二
字
諸
本
皆
脱
」
と
遡
っ
て

　
補
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
陳
奇
猷
が
拳
げ
た
漢
代
五
書
は
、
い
ず
れ

　
も
当
時
の
観
念
で
書
か
れ
て
お
り
、
『
韓
非
子
』
の
本
意
と
は
距
離

　
が
あ
る
か
ら
、
逆
に
「
舜
」
の
琴
伝
説
は
漢
代
に
作
ら
れ
た
こ
と
を

　
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
伝
説
に
し
て
も
、
漢
初
に
は
陸
買
の
『
新

　
語
・
無
為
』
に
「
昔
虞
舜
治
天
下
、
弾
五
絃
之
琴
、
歌
南
風
之
詩
。

　
寂
若
無
治
国
之
意
、
漠
若
無
憂
民
之
心
、
然
天
下
治
」
と
あ
っ
て
、

　
『
韓
非
子
』
の
本
意
を
踏
襲
し
て
い
る
も
の
の
「
之
琴
」
を
付
加
し

　
て
、
し
か
も
「
鼓
琴
」
を
当
初
未
発
達
の
「
箏
」
に
使
っ
た
「
弾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
）

　
箏
」
に
な
ら
っ
て
「
弾
琴
」
と
換
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
漢
代
あ
た

　
り
か
ら
広
く
琴
に
も
流
用
さ
れ
、
後
世
は
主
に
「
弾
琴
」
と
書
写
す
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る
経
緯
を
鑑
み
れ
ぱ
、
陸
費
が
「
鼓
五
絃
」
を
「
弾
五
弦
之
琴
」
と

改
め
た
文
言
も
漢
代
の
時
代
性
を
反
映
し
て
い
よ
う
。

一
・
二
　
漢
代
の
琴
楽
観
念

　
先
秦
時
代
の
琴
楽
は
、
諸
典
籍
の
記
述
か
ら
推
す
と
、
お
そ
ら
く

単
に
心
を
和
ま
せ
る
も
の
、
楽
し
み
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
に
過

ぎ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
例
え
ば
、
『
礼
記
』
な
ど
に
は
弾
琴
で
憂
さ

を
晴
ら
す
こ
と
（
「
檀
弓
上
」
一
を
述
ぺ
、
服
喪
の
人
が
来
れ
ぱ
琴
懇

を
慎
ん
だ
一
「
雑
記
下
」
一
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
反

面
、
『
左
伝
・
昭
公
元
年
』
に
「
於
是
有
煩
手
淫
声
、
稻
埋
心
耳
、

乃
忘
平
和
、
君
子
弗
聴
也
。
－
君
子
之
近
琴
懇
、
以
儀
節
也
。
非
以

憎
心
也
」
と
あ
り
、
同
様
の
記
述
が
円
礼
記
・
曲
礼
下
』
な
ど
に
も

見
ら
れ
て
、
弦
楽
器
の
琴
琵
が
心
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
は
自
明
と
容

認
し
て
も
、
心
の
昂
揚
と
興
奮
に
耽
溺
す
る
の
を
恐
れ
て
制
限
を
加

え
ん
と
す
る
意
識
が
表
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
が
漢
代
に
入
る
と
、
以
下
に
示
す
よ
う
な
記
載
が
見
え
始
め

る
。
ま
ず
劉
安
『
准
南
子
・
泰
族
訓
』
に
は
「
神
農
之
初
作
琴
也
、

以
帰
神
杜
淫
、
反
其
天
心
」
、
劉
向
『
説
苑
・
脩
文
』
に
「
卿
大
夫

聴
琴
琵
、
未
嘗
離
於
前
、
所
以
養
正
心
而
滅
淫
気
也
」
、
揚
雄
『
琴

清
英
』
に
は
「
昔
者
神
農
造
琴
、
以
定
神
、
禁
淫
壁
、
去
邪
欲
、
反

其
真
者
也
」
、
班
固
の
『
白
虎
通
義
・
礼
楽
』
に
も
「
琴
者
、
禁
也
。

所
以
禁
止
淫
邪
、
正
人
心
也
L
と
同
様
の
論
調
が
見
ら
れ
る
。
琴
楽

美
学
に
は
こ
う
し
た
「
琴
」
と
音
通
の
抑
制
観
念
「
禁
」
な
る
音
楽

的
放
坪
の
禁
止
だ
け
で
な
く
、
上
掲
各
文
に
「
反
天
心
」
「
反
真
者
」

「
養
正
心
」
な
ど
の
精
神
性
追
求
観
念
が
並
列
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
こ
に
、
後
世
の
琴
楽
美
学
に
お
け
る
枢
要
な
二
本
の
柱
を
建

て
、
こ
れ
ぞ
聖
人
の
楽
器
の
ゆ
え
ん
だ
と
し
て
、
自
已
の
風
格
を
確

立
し
、
後
世
の
礎
を
築
い
た
こ
と
が
看
取
で
き
る
。

　
さ
ら
に
「
禁
欲
」
「
養
心
」
の
音
楽
が
拡
が
っ
て
「
隠
士
」
の
楽

し
み
ま
で
包
括
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
世
俗
的
禁
欲
と
個
人

的
養
心
の
延
長
上
に
生
ま
れ
た
と
い
え
よ
う
。
『
史
記
・
宋
微
子
世

家
』
に
「
遂
隠
而
鼓
琴
以
自
悲
。
故
伝
之
日
箕
子
操
」
と
あ
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
一

な
、
孤
高
の
精
神
を
養
う
隠
者
の
心
を
琴
楽
に
託
し
て
い
る
。
ま
た
、

『
准
南
子
・
主
術
訓
』
に
は
「
夫
栄
啓
期
一
弾
而
孔
子
三
日
楽
、
感

子
和
」
と
隠
士
・
栄
啓
期
の
逸
話
が
載
せ
ら
れ
、
し
か
も
孔
子
が
そ

の
弾
琴
を
楽
し
ん
で
い
，
る
。
こ
れ
は
隠
土
の
琴
楽
が
、
当
時
人
々
に

尊
崇
さ
れ
て
い
た
孔
子
に
承
認
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

『
風
俗
通
義
・
声
音
』
の
「
雅
琴
－
非
必
陳
設
於
宗
廟
郷
党
、
非
若

鐘
鼓
羅
列
於
虞
懸
也
。
錐
在
窮
閻
魎
巷
、
深
山
幽
谷
、
猶
不
失
琴
」

に
繋
が
っ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
「
雅
琴
」
と
は
称
さ
れ
る
が
決
し
て

雅
楽
の
弾
琴
で
は
な
い
。
か
つ
街
の
横
町
や
深
山
幽
谷
の
中
で
も
手

137



一橋論叢　第126巻　第2号　平成13年（2001年）8月号　（4）

放
さ
な
い
と
い
う
の
は
、
単
に
琴
に
対
す
る
愛
着
だ
け
で
は
な
く
、

携
帯
に
便
利
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
コ
ト
類
で
も
ニ
メ
ー
ト
ル
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
8
一

い
琵
に
比
べ
、
琴
は
そ
の
半
分
ほ
ど
で
し
か
も
桐
製
で
あ
る
。
隠
士

に
よ
っ
て
深
山
幽
谷
に
携
え
ら
れ
る
光
景
は
、
中
国
絵
画
に
よ
く
見

ら
れ
る
。
ま
さ
に
同
書
に
い
う
「
然
君
子
所
常
御
者
、
琴
最
親
密
、

不
離
於
身
」
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
君
子
所
常
御
者
」
は
、
明
ら

か
に
『
礼
記
・
曲
礼
』
の
「
士
無
故
不
徹
琴
琵
」
を
出
自
と
し
て
い

て
、
か
つ
「
琴
霧
」
の
二
字
の
う
ち
「
豫
」
字
を
取
り
去
っ
て
い
る
。

し
か
も
、
上
文
に
は
対
と
な
る
「
大
夫
無
敬
徹
縣
」
が
あ
り
、
な
に

も
コ
ト
類
の
琴
葱
だ
け
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
。
加
え
て
、
「
琴

最
親
密
、
不
離
於
身
」
の
八
字
に
し
て
も
「
惟
締
最
密
」
を
曲
げ
て

「
親
密
」
と
な
し
た
。
こ
れ
ら
古
典
の
曲
解
は
、
悪
意
に
よ
っ
て
歪

曲
し
た
の
で
は
な
い
。
先
秦
典
籍
中
の
「
琴
琵
」
部
分
を
取
り
出
し

て
、
当
時
の
現
実
の
琴
楽
隆
盛
状
況
に
基
づ
い
て
描
写
し
た
た
め
生

じ
た
結
果
と
見
な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
隠
者
の
琴
楽

も
「
禁
欲
」
「
養
心
」
の
琴
楽
美
学
の
範
購
に
包
含
さ
れ
た
。
そ
れ

で
、
道
家
の
中
に
も
弾
琴
を
嗜
む
者
が
現
れ
、
琴
楽
は
儒
道
両
家
に

愛
好
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

一
・
三
　
漢
代
琴
歌
と
琴
曲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
且
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
m
）

　
許
健
氏
は
つ
と
に
『
琴
史
初
編
』
や
『
相
和
歌
与
琴
曲
』
で
、
漢

代
の
琴
楽
は
琴
歌
が
主
で
あ
る
と
強
調
し
、
純
粋
器
楽
（
小
論
で
は

仮
に
「
琴
曲
」
と
す
る
一
は
南
北
朝
で
も
、
ま
だ
少
数
に
過
ぎ
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
一

と
琴
歌
名
を
挙
げ
て
指
摘
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
歌
曲
か
ら
作
ら
れ
た

器
楽
曲
が
多
い
こ
と
も
例
証
し
て
お
ら
れ
る
。
確
か
に
、
桓
寛
『
塩

鉄
論
・
通
有
』
な
ど
に
「
荊
陽
・
－
錐
白
屋
草
慮
、
歌
謁
鼓
琴
」
と
記

し
、
民
間
に
琴
歌
が
流
行
し
て
い
た
よ
う
だ
。
桓
講
『
新
論
・

　
＾
1
2
〕

琴
道
』
に
は
数
曲
名
称
が
挙
が
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
が
仮
に
す
べ

て
琴
歌
だ
と
し
て
、
当
時
の
典
籍
か
ら
儒
家
的
な
内
容
の
琴
歌
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
㎎
）

「
養
心
」
と
し
た
こ
と
も
、
あ
る
い
は
否
定
で
き
ぬ
か
も
知
れ
な
い
。

上
述
し
た
舜
の
琴
歌
伝
説
を
、
好
ん
で
引
用
し
た
の
も
、
漢
代
人
が

琴
歌
を
推
尚
し
た
と
推
測
す
る
に
足
る
記
載
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
そ
れ
で
も
琴
歌
の
み
が
漢
代
琴
楽
の
中
心
と
断
定
す
る
に

は
、
遼
巡
さ
せ
る
事
柄
が
多
々
存
在
す
る
。
例
え
ぱ
、
上
記
の
『
琴

道
』
に
の
せ
る
『
舜
操
』
は
「
昔
虞
舜
：
・
援
琴
作
操
。
其
声
清
以

微
」
と
あ
り
、
こ
の
「
清
以
微
」
は
舜
が
奏
し
た
琴
曲
で
あ
っ
て
必

ず
し
も
琴
歌
を
指
し
て
い
な
い
。
琴
歌
に
ア
レ
ン
ジ
↓
た
と
も
考
え

ら
れ
る
が
、
琴
歌
を
推
尚
す
る
な
ら
そ
れ
は
歌
詞
を
も
っ
て
明
示
し

よ
う
。
『
史
記
・
楽
書
』
の
「
弦
鉋
笙
簑
合
守
柑
鼓
」
に
付
け
た
張

守
節
の
正
義
の
「
弦
、
琴
也
」
に
拠
り
、
『
史
記
・
孔
子
世
家
』
「
三

百
五
篇
孔
子
皆
弦
歌
」
の
「
弦
歌
」
を
「
琴
歌
」
と
解
釈
す
る
よ
う
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に
な
っ
て
、
孔
子
が
恰
も
『
詩
経
』
の
詩
篇
を
琴
の
伴
奏
で
歌
っ
た

か
の
ご
と
く
誤
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
張
守
節
の
唐
代
に
は
葱

は
雅
楽
器
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
変
形
し
て
、
馴
染
み
の
な
い
楽
器

で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
琴
は
古
楽
器
と
し
て
琴
歌
も
歌
わ
れ
て
い
た
。

但
し
、
「
故
北
面
而
弦
」
に
付
け
た
後
漢
の
鄭
玄
の
註
は
「
弦
謂
鼓

琴
琵
」
で
あ
っ
て
、
琴
歌
の
み
を
指
し
て
い
な
い
。
漢
代
は
葱
が
ま

だ
歌
の
伴
奏
楽
器
と
て
演
奏
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

「
孔
子
の
弦
歌
」
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
元
朝
・
熊
朋
来
『
琵
譜
』
巻
一

に
「
古
者
歌
詩
必
以
琵
。
論
語
三
言
琵
、
而
不
言
琴
」
と
論
断
し
て

い
る
よ
う
に
、
閂
論
語
・
陽
貨
』
の
「
孔
子
…
取
琵
而
歌
、
使
之
聞

之
」
に
な
ら
っ
て
「
葱
を
伴
奏
」
に
歌
っ
た
故
事
を
尊
重
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
近
年
潟
潔
軒
氏
は
『
説
徽
』
で
、
漢
代
の
弦
歌
を
ほ
ぼ
琵

　
　
　
　
　
　
＾
1
4
）

歌
と
見
な
し
て
い
る
。
必
ず
し
も
す
べ
て
慈
歌
か
ど
う
か
は
今
後
の

研
究
を
ま
た
ね
ぱ
な
ら
ぬ
が
、
『
史
記
・
張
釈
之
伝
』
に
も
慎
夫
人

の
琵
で
皇
帝
が
歌
う
記
述
が
あ
る
の
だ
か
ら
琵
歌
で
も
か
ま
わ
な
い
。

漢
代
に
琴
歌
が
存
在
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
り
、
弦

歌
が
当
時
の
流
行
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
漢
代
の

典
籍
に
は
琴
歌
の
重
要
性
を
こ
と
さ
ら
強
調
し
た
も
の
は
見
あ
た
ら

な
い
。

　
く
わ
え
て
、
漢
代
に
は
霧
を
ふ
く
め
他
の
楽
器
に
専
論
が
な
い
の

に
、
劉
向
『
琴
説
』
、
上
記
の
揚
雄
『
琴
清
英
』
、
桓
諌
『
琴
道
』
、

さ
ら
に
『
漢
書
・
芸
文
志
』
に
も
『
雅
琴
超
氏
七
篇
L
『
雅
琴
師
氏

八
篇
』
『
雅
琴
劉
氏
九
十
九
篇
』
の
琴
楽
専
書
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
も
、
こ
の
超
定
と
劉
龍
は
『
漢
書
・
王
襲
伝
』
に
、
前
漢
中
頃
、

宮
廷
に
招
か
れ
た
楽
師
で
「
待
詔
」
と
な
っ
た
と
記
し
て
あ
る
一
後

述
『
説
苑
付
・
別
録
』
に
も
関
連
記
載
あ
り
）
。
あ
ま
つ
さ
え
、
『
東

観
漢
記
・
宋
弘
』
に
よ
る
と
、
宋
弘
が
学
識
豊
か
な
人
物
と
し
て
光

武
帝
に
推
薦
し
た
桓
講
の
琴
楽
が
、
慮
外
に
も
「
好
其
繁
声
。
弘
聞

之
、
不
悦
、
悔
於
薦
挙
」
と
宋
弘
を
い
た
く
後
悔
さ
せ
「
今
数
進
鄭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
旧
）

声
以
乱
雅
楽
、
非
碩
徳
忠
正
也
」
と
厳
し
く
譲
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

鄭
声
（
俗
楽
一
の
ゆ
え
ん
は
い
わ
ゆ
る
「
繁
声
」
で
あ
っ
て
、
桓
轟

の
指
を
激
し
く
動
か
す
技
巧
的
奏
法
を
非
難
し
て
お
り
、
琴
歌
に
は

毫
も
か
か
わ
り
は
な
い
。
歌
詞
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
も
し
琴
歌
な
ら
ぱ
、
そ
の
歌
詞
に
宋
弘
が
注
文
を
つ
け

る
し
、
事
前
に
弾
か
せ
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
ま
た
、
『
後
漢
書
・
桓

諌
伝
』
に
は
「
父
成
帝
時
為
太
楽
令
、
－
・
因
好
音
律
、
善
鼓
琴
」
と

あ
っ
て
、
桓
諌
の
父
が
楽
官
の
長
を
し
て
い
た
関
係
で
音
楽
を
好
み

琴
に
長
じ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
彼
の
『
新
論
・
余
文
輯
録
』
に
「
余

　
　
　
　
　
　
　
　
一
脆
）

頗
離
雅
操
、
而
更
為
新
弄
」
と
告
白
し
て
い
る
と
お
り
宋
弘
が
推
尚

し
た
よ
う
な
「
禁
欲
」
的
「
養
心
」
的
琴
楽
は
、
馴
染
ま
な
か
っ
た

139



一橋論叢　第126巻 第2号平成13年（200ユ年）8月号　（6〕

の
だ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
音
楽
の
才
能
に
恵
ま
れ
た
も
の
の
琴
楽
は
、

琴
曲
に
こ
そ
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
桓
謂
の
『
琴
道
』
に
「
八
音

之
中
、
惟
絡
最
密
、
而
琴
為
之
首
。
琴
之
言
禁
也
、
君
子
守
以
自
禁

也
。
大
声
不
震
講
而
流
漫
、
細
声
不
潭
滅
而
不
聞
。
八
音
広
博
、
琴

徳
最
優
、
古
者
聖
賢
翫
琴
以
養
心
」
と
述
べ
る
の
も
、
明
白
に
琴
曲

で
あ
っ
て
琴
歌
を
指
し
て
は
い
な
い
。
漢
代
の
典
籍
に
出
現
す
る
琴

に
関
す
る
記
載
が
、
琴
歌
の
ゆ
え
を
も
っ
て
琴
の
優
秀
性
を
説
い
て

い
る
の
で
は
な
く
、
琴
そ
の
も
の
の
優
位
性
を
主
張
し
て
い
る
の
も

そ
の
証
左
で
、
漢
代
琴
歌
を
も
っ
て
琴
楽
の
精
華
と
は
み
な
し
え
な

い
の
で
あ
る
。

　
琴
お
よ
び
琴
楽
の
優
位
性
の
表
明
は
、
西
暦
紀
元
前
後
一
世
紀
に

現
れ
た
劉
向
一
前
七
九
年
｛
前
八
年
一
、
揚
雄
一
前
五
三
年
か
ら
後

一
八
年
一
、
桓
讃
一
前
二
四
年
p
∫
後
五
十
年
一
ら
の
論
述
に
表
れ

る
が
、
こ
う
し
た
理
念
が
生
み
出
さ
れ
た
の
は
自
ら
作
詞
を
し
た
宣

帝
一
前
七
三
年
㌔
前
四
九
年
在
位
）
、
琴
な
ど
の
楽
器
を
嗜
ん
だ
元

帝
一
前
四
八
隼
｛
前
三
四
年
在
位
）
と
い
っ
た
皇
帝
の
治
世
で
あ
っ

た
こ
と
と
無
縁
で
な
か
ろ
う
。
さ
ら
に
加
え
れ
ぱ
、
管
楽
器
の
定
律

は
不
正
確
と
コ
ト
類
の
弦
分
割
で
得
ら
れ
た
「
弦
律
」
を
主
張
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
〕

京
房
も
元
帝
時
代
の
人
で
あ
り
、
コ
ト
類
が
大
い
に
興
隆
し
た
こ
と

を
窺
わ
せ
る
。
現
存
最
古
の
漢
代
琴
は
、
漢
文
帝
十
二
年
一
前
一
六

八
年
）
の
馬
王
堆
七
弦
琴
で
（
後
述
一
、
そ
れ
か
ら
桓
諌
の
時
代
ま

で
に
は
す
で
に
一
五
〇
年
以
上
の
年
月
が
経
っ
て
お
り
、
こ
の
頃
ま

で
に
琴
は
か
な
り
の
発
達
を
遂
げ
て
い
た
と
推
察
で
き
る
。

　
以
上
か
ら
、
漢
代
琴
楽
は
琴
歌
も
行
わ
れ
て
い
た
ろ
う
が
、
そ
れ

を
伴
奏
す
る
琴
自
体
の
成
就
が
前
漢
後
期
ま
で
に
あ
っ
て
、
そ
れ
で

こ
そ
琴
が
「
八
音
」
の
「
首
」
に
な
り
え
た
と
推
断
で
き
る
。
さ
も

な
け
れ
ぱ
、
『
呂
氏
春
秋
・
孝
行
覧
』
に
初
見
す
る
伯
牙
と
鍾
子
期

の
「
知
音
」
の
佳
話
が
『
准
南
子
・
脩
務
訓
』
以
降
、
諸
書
に
好
ん

で
引
か
れ
る
は
ず
は
な
い
し
、
か
つ
そ
の
子
期
が
死
ん
だ
後
に
伯
牙

が
「
絶
弦
破
琴
」
と
「
楽
器
」
を
う
ち
く
だ
く
と
明
言
し
は
し
ま
い
。

ま
た
、
『
萄
子
・
勧
学
』
に
「
昔
者
、
瓠
巴
鼓
琵
而
流
魚
出
聴
、
伯

牙
鼓
琴
而
六
馬
仰
秣
」
と
あ
る
、
薮
の
妙
手
に
対
し
て
琴
の
名
人
・

伯
牙
を
称
讃
し
た
記
事
を
祖
述
し
た
『
准
南
子
・
説
山
訓
』
な
ど
、

琴
琵
を
明
確
に
区
別
し
て
お
り
、
文
言
は
先
秦
時
代
に
往
々
存
在
し

　
　
　
　
＾
㎎
）

た
「
琴
琵
混
同
」
も
な
く
、
明
ら
か
に
伯
牙
は
琴
家
を
指
し
て
お
り
、

か
つ
琴
歌
を
讃
美
し
た
の
で
も
な
く
、
琴
曲
の
奏
者
を
尊
崇
し
て
い

る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
か
く
み
て
く
る
と
、
「
琴
徳
最
優
」
と
い

う
漢
代
の
新
た
な
認
識
は
、
琴
楽
が
器
楽
と
し
て
の
魅
力
を
十
分
に

備
え
て
い
た
と
推
断
し
て
大
過
な
か
ろ
う
。

一
・
四
　
漢
代
琴
家
の
楽
事
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漢
代
琴
楽
は
、
単
純
に
「
禁
欲
」
と
「
養
心
」
だ
け
の
音
楽
で
は

な
か
っ
た
。
同
時
に
、
民
間
の
娯
楽
と
し
て
の
琴
楽
が
存
在
し
、
そ

こ
か
ら
漢
宮
に
招
か
れ
た
宮
廷
琴
家
も
お
り
、
そ
れ
に
加
え
、
近
年

中
国
人
研
究
者
の
い
わ
ゆ
る
「
文
人
琴
家
」
も
い
た
。
こ
の
「
文

人
」
と
は
、
文
章
を
も
っ
て
世
に
聞
こ
え
た
人
を
指
し
て
い
る
。

一
・
四
・
一
　
民
問
と
宮
廷
の
琴
楽

　
既
述
し
た
伯
牙
な
ど
の
琴
家
故
事
は
、
漢
代
に
好
ん
で
引
か
れ
た
。

こ
れ
は
、
お
そ
く
と
も
漢
代
に
は
民
問
に
「
知
音
」
が
出
現
し
全
く

の
虚
構
と
は
退
け
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
琴
楽
も
進
歩
を
見
せ
て
い
た
こ

と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
ま
た
、
桓
謂
『
新
論
』
に
「
文
帝
時
、
得

魏
文
侯
時
楽
人
賢
公
、
年
百
八
十
歳
、
両
目
皆
盲
。
…
臣
年
±
二
失

明
、
父
母
哀
其
不
及
衆
技
事
、
教
臣
為
楽
、
使
鼓
琴
、
日
講
習
以
為

常
事
」
と
あ
る
。
貿
公
が
真
に
魏
文
侯
の
楽
人
で
あ
っ
た
か
ど
う
か

は
別
に
し
て
、
正
に
馬
王
堆
琴
時
代
の
漢
文
帝
期
の
琴
楽
事
情
を
反

映
し
て
い
よ
う
。
こ
こ
に
は
、
民
間
の
琴
家
が
十
三
歳
頃
の
失
明
少

年
に
教
授
し
た
と
記
し
て
い
て
、
当
時
民
問
で
は
か
よ
う
な
琴
楽
教

授
の
習
慣
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
。
さ
ら
に
女
性
琴
家
と
し

て
、
『
史
記
・
貨
殖
列
伝
』
で
は
「
今
夫
趨
女
鄭
姫
、
設
形
容
、
撰

鳴
琴
、
…
目
挑
心
招
、
出
遠
千
里
、
不
択
老
少
者
、
奔
富
厚
也
」
と

あ
り
、
『
漢
書
・
元
后
伝
』
で
は
後
に
元
后
に
な
っ
た
政
君
が
、
教

養
と
し
て
琴
を
習
わ
さ
れ
て
い
る
し
、
『
史
記
・
万
石
君
伝
』
『
漢

書
・
江
充
列
伝
』
に
も
、
貧
家
の
女
性
が
琴
芸
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ

た
り
、
宮
廷
内
で
の
教
養
と
し
て
稽
古
し
て
い
た
場
合
も
あ
る
。
民

問
琴
芸
の
状
況
も
様
々
で
あ
っ
た
が
、
琴
芸
が
宮
廷
で
あ
る
種
の
価

値
を
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り
う
る
。

　
そ
の
宮
廷
で
の
琴
楽
に
は
、
桓
謂
『
琴
道
篇
』
に
「
黄
門
工
鼓
琴

者
、
有
任
真
卿
、
虞
長
情
能
伝
其
度
数
、
妙
曲
遺
声
」
、
さ
ら
に

「
音
不
通
千
曲
以
上
、
不
足
以
為
知
音
」
と
豪
語
し
て
い
る
宮
廷
楽

師
が
お
り
、
ま
た
『
漢
書
・
芸
文
志
』
に
は
『
雅
琴
超
氏
七
篇
』

「
名
定
、
渤
海
人
。
宣
帝
時
丞
相
魏
相
所
奏
」
、
『
雅
琴
師
氏
八
篇
』

「
名
中
、
東
海
人
。
伝
言
師
畷
後
」
『
雅
琴
龍
氏
九
十
九
篇
』
「
名
徳
、

梁
人
」
な
ど
と
記
す
。
趨
定
の
件
で
い
う
ご
と
く
、
『
漢
書
・
王
嚢

伝
』
に
、
「
丞
相
魏
相
奏
言
、
知
音
善
鼓
雅
琴
者
、
渤
海
超
定
、
梁

国
龍
徳
、
皆
召
見
待
詔
」
と
二
名
が
挙
が
っ
て
い
る
。
事
柄
は
劉
向

『
別
録
』
一
『
全
漢
文
』
一
に
も
、
「
超
氏
者
、
渤
海
人
超
定
也
。
宣
帝

時
元
康
神
爵
問
、
丞
相
奏
能
鼓
琴
者
、
渤
海
超
定
、
梁
国
龍
徳
、
皆

召
入
見
温
室
、
使
鼓
琴
待
詔
」
と
記
載
さ
れ
、
紀
元
前
一
世
紀
中
頃

の
漢
宮
は
、
「
知
音
」
の
琴
家
を
招
い
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
彼

ら
は
単
調
な
雅
楽
の
奏
者
で
な
く
技
巧
に
優
れ
て
い
た
こ
と
は
「
能

鼓
琴
者
」
か
ら
も
分
か
り
、
前
記
の
『
別
録
』
に
続
け
て
「
（
趨
定
一
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善
鼓
琴
、
時
間
燕
、
為
散
操
、
多
為
之
涕
泣
者
L
と
述
べ
る
と
お
り
、

そ
の
即
興
的
演
奏
で
も
多
く
の
人
に
感
銘
を
う
け
さ
せ
た
の
だ
か
ら
、

そ
の
技
巧
が
か
な
り
の
レ
ベ
ル
に
あ
っ
た
と
推
断
で
き
よ
う
。
『
漢

書
二
兀
帝
紀
』
に
は
「
元
帝
多
才
芸
、
善
史
書
、
鼓
琴
琵
、
吹
洞
篇
、

自
度
曲
、
被
歌
声
」
と
風
流
皇
帝
が
琴
葱
な
ど
音
楽
を
嗜
ん
だ
こ
と

を
記
す
時
代
の
雰
囲
気
も
、
琴
楽
の
発
展
期
を
反
映
し
て
い
よ
う
。

一
・
四
・
二
　
文
人
琴
楽
と
雅
琴

　
こ
の
ほ
か
に
文
人
琴
楽
が
存
在
し
て
お
り
、
後
世
の
琴
楽
美
学
形

成
に
重
要
な
影
響
を
与
え
た
。
彼
ら
に
は
共
通
の
性
格
が
あ
る
よ
う

に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
『
史
記
・
准
南
列
伝
』
で
は
劉
安
を
「
為

人
好
読
書
鼓
琴
、
不
喜
弍
猟
狗
馬
馳
麗
」
、
『
後
漢
書
』
「
桓
謂
列
伝
」

に
は
「
善
鼓
琴
、
博
学
多
通
、
習
五
経
、
皆
詰
訓
大
義
、
能
文
章
、

尤
好
古
学
」
、
同
「
馬
融
列
伝
」
で
「
才
高
博
治
、
為
世
通
儒
、
善

鼓
琴
、
好
吹
笛
」
、
さ
ら
に
同
。
「
察
畠
列
伝
」
に
も
「
少
博
学
、
師

事
胡
広
。
好
辞
章
、
数
術
、
天
文
、
妙
操
音
律
。
…
聞
畠
善
鼓
琴
」

と
あ
る
。
ま
た
同
「
儒
林
列
伝
」
に
は
、
「
劉
昆
…
少
習
容
礼
。
平

帝
時
、
受
施
氏
易
於
浦
人
戴
賓
、
能
弾
雅
琴
」
、
同
「
逸
民
列
伝
」

に
「
梁
鴻
－
後
受
太
学
…
博
覧
無
不
通
」
と
、
悉
く
学
問
が
あ
り
文

才
を
そ
な
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
文
人
琴
楽
の
す
べ
て
が

「
雅
琴
」
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
桓
講
『
余
文
輯
録
』

に
「
卿
不
好
雅
頒
、
而
悦
鄭
声
、
宜
也
」
と
い
う
桓
謂
に
対
す
る
揚

雄
の
評
か
ら
知
り
う
る
。
だ
が
、
当
時
の
他
の
琴
楽
に
求
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
文
人
琴
楽
の
一
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
9
）

　
同
じ
く
雁
柱
を
つ
け
る
琵
に
代
わ
っ
た
高
音
で
華
や
か
な
箏
と
は

対
称
的
に
、
琴
は
比
較
的
微
弱
な
音
量
と
低
音
を
神
秘
性
と
結
び
つ

け
て
自
ら
の
特
徴
と
な
し
、
文
人
の
唱
法
や
音
高
に
相
応
す
る
こ
と

か
ら
伴
奏
楽
器
に
も
な
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
一
後
述
一
。
こ
う
し
た

琴
自
ら
の
特
性
は
音
楽
的
昂
揚
や
興
奮
の
抑
制
が
で
き
、
琴
歌
を
通

し
て
ぱ
か
り
で
な
く
、
器
楽
琴
曲
に
も
表
現
さ
れ
る
。
そ
れ
を
も
っ

て
、
桓
讃
『
琴
道
』
等
で
は
「
八
音
広
博
、
琴
徳
最
優
、
古
者
聖
賢

翫
琴
以
養
心
」
と
、
い
に
し
え
の
聖
賢
が
琴
で
心
を
養
っ
た
と
そ
の

優
位
性
を
印
象
づ
け
た
。
聖
賢
と
い
え
ば
儒
家
の
楽
論
に
一
旦
っ
て
く

る
が
、
そ
の
雅
楽
と
も
異
な
り
音
楽
的
興
奮
に
耽
る
こ
と
も
慎
み
、

個
人
的
「
養
心
」
を
促
す
と
い
う
ま
っ
た
く
新
し
い
理
念
を
聖
賢
と

結
び
つ
け
て
琴
楽
は
尊
崇
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
『
論
語
・
泰
伯
』

の
「
子
日
、
興
於
詩
、
立
於
礼
、
成
於
楽
」
と
あ
る
よ
う
な
孔
子
の

音
楽
理
念
は
国
家
的
典
礼
音
楽
に
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
個
人
の
修

養
に
益
す
る
琴
楽
に
こ
そ
実
現
で
き
る
と
実
感
し
た
に
相
違
な
い
。

　
以
上
は
、
漢
代
琴
楽
が
徐
々
に
発
展
し
て
ゆ
く
過
程
で
理
念
を
い
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か
に
背
負
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
閲
明
に
し
た
。
以
下
は
、
漢
代
ま

で
の
出
土
琴
は
い
か
な
る
体
制
の
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
古
資
料
か

ら
論
ず
る
。二

　
琴
の
成
立
と
発
展
過
程

二
・
一
　
体
制
と
そ
の
条
件

　
漢
代
以
前
の
文
献
に
現
れ
る
コ
ト
類
は
、
五
種
存
在
し
た
。
す
な

わ
ち
、
琵
、
箏
、
筑
、
臥
墾
篠
、
そ
し
て
琴
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
琴

を
論
じ
る
に
は
、
い
か
な
る
コ
ト
類
が
「
琴
」
か
を
定
め
ね
ぱ
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎜
〕

な
い
。
ま
ず
、
臥
墾
篠
は
こ
れ
ま
で
学
会
で
は
櫛
形
の
「
品
柱
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
）

立
て
る
と
い
う
の
が
定
説
に
な
っ
て
い
る
。
琵
箏
類
は
雁
行
に
似
た

「
雁
柱
」
を
立
て
る
し
、
筑
は
檸
で
打
奏
す
る
。
だ
か
ら
、
柱
や
榑

が
同
時
に
出
土
す
れ
ぱ
、
一
応
琴
で
は
な
い
と
除
外
で
き
る
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
一
η
〕

黄
翔
鵬
氏
の
「
均
鐘
考
」
以
来
、
筑
は
柱
を
立
て
る
と
い
う
の
が
定

説
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
柱
や
檸
が
副
葬
品
と
し
て
同
時

に
出
⊥
⊥
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
ま
た
、
葱
は
二
十
五
弦
、
早
期
の
箏
、

筑
は
五
弦
と
い
う
が
、
琴
の
弦
数
も
含
め
先
秦
時
代
に
は
一
定
と
は

決
め
が
た
い
の
で
あ
る
。
い
ま
は
ひ
と
ま
ず
、
現
行
琴
か
ら
そ
の
特

徴
を
以
下
六
点
挙
げ
る
。

　
①
琴
体
外
部
「
全
面
に
一
律
漆
塗
り
」
し
て
あ
る
。
②
共
鳴
胴
の

右
底
に
音
高
を
調
節
す
る
「
鞍
」
と
い
う
音
締
め
が
あ
る
。
こ
れ
は

琴
が
柱
で
音
高
を
最
終
的
に
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
弦
を
張
る
時

に
お
よ
そ
の
調
弦
を
す
ま
せ
て
、
あ
と
は
鰺
で
調
整
す
る
か
ら
で
あ

る
。
③
底
板
左
下
に
「
雁
足
」
を
付
け
琴
体
を
支
え
響
穴
よ
り
音
を

出
す
。
④
ギ
タ
ー
の
よ
う
に
「
太
さ
の
異
な
る
」
弦
を
七
本
張
る
。

⑤
「
琴
面
は
平
板
」
で
三
味
線
の
樟
と
同
じ
く
指
板
の
役
割
を
果
た

し
弦
を
左
指
で
押
さ
え
て
音
を
取
っ
た
り
は
じ
い
た
り
滑
ら
せ
て
音

を
昇
降
さ
せ
る
。
⑥
「
徽
」
と
い
う
音
高
の
勘
所
を
示
す
印
が
十
三
、

琴
面
の
前
方
に
付
い
て
い
る
。
以
上
で
あ
る
が
、
コ
ト
類
の
中
で
形

態
的
に
「
琴
」
と
認
定
さ
れ
る
最
低
条
件
は
、
前
記
①
②
③
を
満
た

す
こ
と
で
あ
る
。
臥
墾
僕
も
こ
の
条
件
を
備
え
る
可
能
性
が
あ
る
が
、

現
今
の
定
説
で
あ
る
「
品
柱
」
か
ら
す
れ
ぱ
⑤
に
抵
触
す
る
た
め
、

こ
の
三
点
は
他
の
コ
ト
類
楽
器
で
、
こ
の
内
の
一
つ
で
も
条
件
を
満

た
す
も
の
は
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
前
提
か
ら
見
て
、
紀
元
前
の
実
物

で
現
存
す
る
琴
は
、
筆
者
の
知
る
限
り
、
曾
侯
乙
墓
十
弦
琴
（
図

：
、
長
沙
五
里
牌
墓
十
一
九
）
弦
琴
、
剤
門
郭
店
墓
七
弦
琴
、
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鵬
〕

王
堆
漢
墓
七
弦
琴
、
こ
の
四
張
で
あ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
④
の
琴
弦

は
す
で
に
遺
失
し
、
⑥
の
徽
は
つ
い
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
）

　
と
こ
ろ
で
、
鄭
眠
中
氏
は
『
七
弦
琴
的
原
始
階
段
初
探
』
で
、
上

記
四
琴
は
後
世
の
琴
と
隔
絶
し
た
体
制
だ
と
し
て
「
異
族
」
と
し
た
。
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、
“
』

、
・
、
養
＼

　
一
首

　
　
　
亀
魯

簸
蟻

確
か
に
、
上
記
の
四
種
は
①
菜

鳴
胴
一
箱
一
と
腰
尾
部
が
分
か

れ
て
い
る
。
②
共
鳴
胴
の
内
部

は
幅
広
い
「
T
」
字
に
く
り
ぬ

か
れ
腰
尾
部
は
空
洞
が
な
く
劃

ら
れ
て
い
な
い
。
③
共
鳴
胴
が

箱
形
に
な
っ
て
い
て
琴
鞍
は
箱

の
中
に
し
ま
わ
れ
る
。
④
そ
こ

で
、
底
板
を
は
ず
し
て
琴
鰺
を

ま
わ
し
調
弦
す
る
。
⑤
琴
鰺
が

箱
の
中
だ
か
ら
後
世
の
琴
頭

「
護
鞍
」
は
不
用
で
付
い
て
い

な
い
。
⑥
共
鳴
胴
が
箱
形
に

な
っ
て
い
る
か
ら
、
紀
元
後
の

琴
傭
や
絵
図
に
あ
る
よ
う
な
、

膝
に
の
せ
て
琴
尾
を
床
に
着
け

る
奏
法
の
構
え
で
は
な
い
。
⑦

琴
徽
が
つ
い
て
い
な
い
。
こ
う

し
た
後
世
の
琴
と
の
相
違
点
が

存
在
す
る
。
こ
の
内
の
③
④
⑤

144



（11）　漢代琴楽と孔子楽鼓琴疑義

⑥
は
、
琴
鰺
に
原
因
し
て
い
■
る
。
こ
れ
は
、
音
量
の
拡
大
と
安
定
の

た
め
共
鳴
胴
を
箱
形
に
作
っ
た
結
果
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
底
板
を
付

け
て
箱
形
に
す
る
が
、
接
合
さ
せ
る
と
琴
鰺
を
操
作
で
き
な
い
の
で
、

演
奏
の
時
に
・
は
底
板
に
の
せ
る
の
で
あ
る
。
後
世
は
「
T
」
字
溝
上

の
「
一
」
の
部
分
だ
け
を
外
に
露
出
さ
せ
た
た
め
、
毎
回
底
板
を
開

い
て
調
弦
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
が
、
琴
頭
を
机
の
右
に
押
し
出

し
て
の
せ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
琴
が
柱
で
は
な
く
鰺
で
音
を

定
め
る
た
め
に
生
ま
れ
た
構
造
上
の
変
化
で
あ
る
。
①
②
は
、
音
量

と
音
域
に
か
か
わ
る
。
共
鳴
胴
の
部
分
だ
け
だ
と
、
弦
の
有
効
長
度

が
わ
ず
か
約
四
〇
∫
五
〇
セ
ン
チ
な
の
で
約
二
〇
セ
ン
チ
の
腰
尾
部

を
補
っ
て
、
そ
れ
だ
け
有
効
弦
長
を
拡
大
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
四
琴
の
共
鳴
胴
の
高
さ
は
現
今
の
二
倍
弱
も
あ
り
、
こ
れ
も
共

鳴
音
量
を
増
大
し
よ
う
と
す
る
工
夫
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

　
さ
て
、
以
上
が
鄭
説
で
「
異
族
」
と
し
た
理
由
だ
ろ
う
が
、
こ
の

「
異
族
」
を
琴
で
な
い
と
排
除
し
て
も
、
こ
の
コ
ト
類
の
名
称
を
漢

代
以
前
の
典
籍
に
探
し
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
庶
民
の
も
の
な
ら

と
も
か
く
、
王
侯
が
死
後
の
必
需
品
と
し
た
副
葬
楽
器
で
あ
る
。
こ

れ
が
一
張
の
み
の
例
外
的
楽
器
で
あ
り
、
か
つ
先
秦
墳
墓
か
ら
後
世

と
同
形
の
琴
が
出
て
い
る
な
ら
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
「
異
族
」
で
あ

る
。
葱
に
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
先
秦
「
楚
琵
」
は
一
首
岳
三
尾
岳
四

柄
一
図
二
一
で
、
宋
の
陳
陽
『
楽
書
』
の
薮
な
ど
は
一
首
岳
一
尾
岳

無
柄
と
顕
著
な
違
い
が
あ
っ
て
も
、
薮
の
「
異
族
」
と
は
誰
も
見
な

さ
な
い
。
や
は
り
、
今
日
の
琴
の
特
徴
に
近
似
す
る
古
代
楽
器
は
、

こ
れ
ら
の
楽
器
し
か
な
い
現
状
か
ら
、
こ
れ
を
「
原
始
段
階
」
と
し

て
柳
か
の
間
題
も
な
く
、
上
記
の
四
琴
に
見
ら
れ
る
構
造
が
、
発
展

し
て
後
世
の
も
の
に
な
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
発
展
時

期
が
、
ま
さ
に
こ
の
漢
代
で
あ
っ
て
、
そ
の
充
実
と
重
視
が
さ
ら
に

琴
と
琴
楽
の
発
展
に
抽
車
を
か
け
た
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
出
土
し
た
紀
元
前
の
霧
は
、
そ
の
数
量
に
お
い
て
琴

に
比
べ
蓬
か
に
多
数
で
あ
る
（
曾
侯
乙
琵
だ
け
で
も
十
二
張
出
て
い

る
一
。
形
態
も
多
種
で
、
長
さ
も
六
十
∫
二
百
十
セ
ン
チ
、
弦
数
は

十
九
｛
二
十
六
、
弦
を
最
後
に
結
ぶ
四
柄
も
二
｛
五
セ
ン
チ
ま
で

様
々
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
琴
は
同
じ
所
か
ら
複
数
出
る
こ
と
は
な

く
、
し
か
も
現
在
形
態
を
保
持
し
て
い
る
も
の
の
総
計
は
四
張
に
す

ぎ
な
い
。
数
量
だ
け
で
、
そ
の
楽
器
の
当
時
に
お
け
る
重
要
度
は
は

か
れ
な
い
が
、
琵
の
横
板
に
施
さ
れ
た
文
様
の
華
麗
さ
と
比
べ
、
琴

は
お
し
な
べ
て
単
一
黒
漆
で
索
朴
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
正
倉
院
所
藏

の
唐
琴
「
金
銀
平
文
琴
」
に
は
誠
に
見
事
な
意
匠
が
施
さ
れ
て
い
る

の
だ
か
ら
、
模
様
を
つ
け
て
い
な
い
琴
と
対
称
的
に
霧
へ
の
尊
崇
を

看
取
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
先
秦
琴
は
楽
器
と
し
て
琵
ほ
ど
に
重
視
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さ
れ
て
い
な
か
っ
た
反
映
で
あ
ろ
う
。
そ
の
原
因
は
、
当
時
の
琴
が

楽
器
と
し
て
未
発
達
で
あ
っ
た
た
め
だ
。
こ
の
琴
が
発
達
す
る
た
め

に
は
、
大
き
く
二
点
の
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ぱ
な
か
っ
た
。
第
一

点
は
現
存
し
な
い
が
、
琴
弦
の
製
作
に
関
す
る
も
の
で
、
も
う
一
点

は
琴
面
全
体
の
平
板
化
、
そ
れ
よ
り
導
か
れ
た
左
手
手
法
の
開
拓
と

発
展
で
あ
る
。

二
・
二
　
琴
弦
の
製
作

　
弦
楽
器
の
研
究
で
あ
っ
て
も
、
琴
弦
に
つ
い
て
言
及
し
た
論
は
、

ほ
と
ん
ど
聞
か
な
い
。
そ
れ
は
、
。
論
考
が
自
分
で
琴
弦
を
張
る
時
に

張
力
を
保
つ
厄
介
な
仕
事
の
経
験
を
疑
問
に
感
じ
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。

じ
つ
は
、
琴
に
と
っ
て
弦
の
探
究
が
最
も
肝
要
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。

な
ぜ
な
ら
、
葱
箏
類
と
違
っ
て
柱
を
立
て
な
い
琴
は
、
主
に
張
力
だ

け
で
調
弦
せ
ね
ぱ
な
ら
ず
、
太
さ
の
違
う
弦
を
製
作
出
来
な
け
れ
ぱ

成
り
立
た
な
い
楽
器
だ
か
ら
で
あ
る
。
中
国
の
弦
楽
器
が
絹
弦
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
早
期
楽
器
分
類
「
八
音
」
で
「
繍
類
」
に
属
し
て

い
る
こ
と
で
分
か
る
し
、
桓
謂
『
琴
道
』
に
「
縄
繍
為
弦
」
か
ら
も

看
取
で
き
る
。
そ
し
て
、
馬
王
堆
霧
弦
に
よ
っ
て
、
漢
代
初
期
に
は
、

○
、
五
5
一
、
九
ミ
リ
ま
で
、
弦
の
太
さ
に
数
等
あ
っ
た
こ
と
が
判

明
し
て
い
る
。
現
行
の
日
本
箏
が
全
弦
同
じ
太
さ
の
弦
を
用
い
て
い

る
の
は
、
豫
同
様
に
柱
で
音
高
を
決
定
す
る
か
ら
で
、
漢
葱
も
同
じ

太
さ
で
よ
か
っ
た
の
に
、
一
、
四
ミ
リ
も
差
の
あ
る
諸
弦
を
製
作
し

た
こ
と
は
、
琴
に
お
い
て
は
疑
い
な
く
使
用
さ
れ
て
い
た
と
見
て
よ

い
。
し
か
し
、
先
秦
琴
弦
に
つ
い
て
は
報
告
が
な
く
未
詳
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
い
つ
か
ら
「
縄
弦
工
」
一
『
漢
書
・
礼
楽
志
』
）
な
る
職
人

が
、
同
張
力
の
弦
の
音
高
は
太
さ
に
反
比
例
す
る
こ
と
を
発
見
し
た

か
は
分
か
ら
ぬ
が
、
こ
れ
が
琴
の
成
立
に
不
可
欠
の
条
件
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
〕

琴
が
五
音
音
階
調
弦
を
採
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
第
七
弦
は
第
一
弦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冤
）

の
九
度
上
の
音
に
調
弦
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
同
質

弦
二
本
を
八
度
よ
り
広
い
調
弦
に
す
る
に
は
、
大
変
な
張
力
が
必
須

と
な
る
。
そ
こ
で
「
大
小
」
の
弦
が
作
ら
れ
た
。
そ
の
弦
の
制
作
に

あ
た
っ
て
は
、
辛
い
撚
り
の
作
業
を
重
ね
て
や
ら
ね
ぱ
な
ら
な
い
太

い
弦
と
、
切
れ
に
く
い
強
く
細
い
絹
弦
製
作
の
工
夫
、
し
か
も
よ
く

鳴
る
「
鳴
弦
」
の
加
工
技
術
が
縄
弦
工
に
求
め
ら
れ
た
。
こ
れ
が
可

能
に
な
ら
な
い
と
琴
な
る
楽
器
は
成
立
し
な
い
。
『
韓
非
子
・
外
儲

説
』
に
す
で
に
「
夫
葱
以
小
絃
為
大
声
、
以
大
絃
為
小
声
」
と
あ
り
、

秦
以
前
に
文
献
で
「
大
小
」
の
「
絃
」
が
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
る
。

し
か
も
、
「
葱
絃
」
を
指
し
て
い
る
か
ら
、
「
琴
弦
」
は
尚
更
の
こ
と

存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
・
三
　
左
手
技
法
の
開
拓
と
発
展

　
琴
弦
の
次
は
、
左
手
指
法
の
開
拓
と
発
展
で
あ
る
。
上
記
の
①
琴
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面
漆
塗
り
③
雁
足
⑤
琴
面
の
平
板
化
⑥
徽
の
装
着
は
、
じ
つ
は
す
べ

て
こ
の
左
手
指
法
に
か
か
わ
る
。
同
じ
コ
ト
類
で
、
琴
が
葱
箏
と
一

線
を
画
す
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
左
手
指
法
運
用
に
か
か
っ
て
い
た
。

現
存
最
古
の
琴
は
前
五
世
紀
中
期
、
曾
侯
乙
琴
一
図
こ
で
あ
ろ
う

が
、
そ
の
琴
面
は
⑤
の
平
板
で
な
く
波
形
を
な
し
て
い
て
弦
と
面
は

か
な
り
距
離
が
あ
り
、
左
手
で
弦
を
琴
面
に
押
さ
え
る
観
念
は
ま
だ

な
い
よ
う
で
、
偶
然
ハ
ー
モ
ニ
ッ
ク
ス
を
鳴
ら
し
た
か
も
知
れ
な
い

が
、
右
手
弾
奏
が
中
心
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
奏
法
が
右
手
主
奏
の

琵
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
ず
、
先
秦
典
籍
で
は
往
々
混
同
さ
れ
た
原
因
も
分

か
る
。
そ
れ
で
往
々
「
琴
葱
」
と
併
記
さ
れ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。
時

代
が
下
っ
て
、
戦
国
中
後
期
の
五
里
牌
琴
と
剤
門
琴
は
、
琴
面
腰
尾

部
の
平
板
化
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
前
者
は
尾
部
先
端
の
反
り
が
急

で
腰
尾
部
に
傾
斜
が
あ
っ
て
琴
面
と
弦
と
の
問
隔
が
広
が
っ
て
い
る

か
ら
、
左
指
で
押
さ
え
に
く
い
。
後
者
は
現
存
最
古
の
七
弦
琴
で
あ

り
、
琴
面
が
比
較
的
平
板
な
の
で
、
左
手
手
法
の
可
能
性
を
暗
示
し

て
お
り
、
後
世
の
琴
に
大
き
く
近
づ
い
て
、
漢
代
初
期
の
馬
王
堆
琴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
）

に
受
け
継
が
れ
る
。
『
中
国
楽
器
図
誌
』
で
は
、
こ
の
馬
王
堆
琴
の

左
手
手
法
使
用
に
否
定
的
で
あ
る
が
、
完
全
に
否
定
は
で
き
な
い
。

事
実
、
呉
釧
氏
『
追
尋
逝
去
的
音
楽
践
述
』
に
載
せ
る
修
理
以
前
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
〕

馬
王
堆
漢
琴
は
、
左
手
で
擦
っ
た
跡
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
呉
氏

は
『
中
国
的
琴
和
琴
楽
』
で
「
其
琴
面
、
漸
趨
平
直
、
六
七
弦
相
当

子
八
九
徽
処
、
琴
面
留
有
左
手
滑
奏
而
磨
損
的
痕
迦
。
就
是
琴
的
音

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
）

楽
効
能
正
在
増
長
的
明
証
」
と
述
べ
て
い
る
し
、
実
際
に
、
自
作
の

レ
プ
リ
カ
で
五
、
八
徽
∫
八
、
O
徽
の
あ
た
り
が
左
手
で
琴
面
を
押

さ
え
演
奏
で
き
る
と
実
証
し
て
戴
い
た
。
そ
こ
で
、
ほ
ぼ
同
形
の
郭

店
戦
国
琴
も
左
手
奏
法
が
可
能
だ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
た
だ
し
、

馬
王
堆
琴
以
前
は
、
①
琴
面
が
共
鳴
胴
と
腰
尾
部
に
分
か
れ
て
い
る
。

②
共
嶋
胴
の
表
面
に
は
「
□
」
型
切
り
込
み
模
様
が
入
っ
て
、
か
つ

若
干
凹
ん
で
い
る
。
以
上
か
ら
、
琴
面
全
体
を
一
体
に
し
て
指
板
と

す
る
意
識
は
ま
だ
な
か
っ
た
と
判
断
し
て
よ
い
が
、
共
鳴
胴
左
の
平

板
部
分
を
指
板
に
し
て
左
手
指
法
が
運
用
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
、

全
く
使
用
し
な
か
っ
た
と
断
じ
る
の
は
早
急
に
過
ぎ
よ
う
。

一
一
一
漢
代
典
籍
中
の
孔
子
学
鼓
琴
と
疑
念

　
ま
ず
第
一
に
、
我
々
は
「
孔
子
学
鼓
琴
」
の
文
言
が
先
秦
典
籍
に

は
徴
し
え
ず
、
漢
代
成
書
と
い
わ
れ
る
諸
書
に
初
め
て
現
れ
る
こ
と

を
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
漢
代
に
現
れ
た
そ
の
文
言
は
、
『
史
記
・
孔
子
世
家
』
『
韓
詩
外

伝
・
巻
五
』
『
潅
南
子
：
王
術
訓
』
『
孔
子
家
語
・
弁
楽
解
』
な
ど
に

載
せ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
『
准
南
子
』
は
「
孔
子
学
鼓
琴
師
嚢
而
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諭
文
王
之
志
、
見
微
以
知
明
突
」
と
述
べ
る
だ
け
で
学
琴
経
過
は
示

さ
な
い
の
で
、
他
三
書
の
件
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

　
『
史
記
』
に
「
孔
子
学
鼓
琴
師
嚢
子
、
十
日
不
進
。
師
嚢
子
日
可

以
益
奏
。
孔
子
日
丘
已
習
其
曲
彙
、
未
得
其
数
也
。
有
閲
日
已
習
其

数
。
可
以
益
実
。
孔
子
日
丘
未
得
其
志
也
。
有
聞
日
己
習
其
志
。
可

以
益
奏
。
孔
子
日
丘
未
得
其
為
人
也
。
有
聞
有
所
穆
然
深
思
焉
、
有

所
恰
然
高
望
而
遠
志
焉
。
日
丘
得
其
為
人
、
賠
然
而
黒
、
幾
然
而
長
、

眼
如
望
羊
、
如
王
四
国
、
非
文
王
其
誰
能
為
此
也
。
師
襲
子
騨
席
再

拝
、
日
師
蓋
云
文
王
操
也
」
と
記
す
。
い
ま
こ
こ
に
描
か
れ
た
孔
子

の
学
鼓
琴
の
プ
ロ
セ
ス
を
見
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、
曲
↓
数
（
節

奏
一
↓
志
↓
人
と
な
っ
て
い
る
。
『
韓
詩
外
伝
』
は
曲
↓
数
↓
意
↓

人
↓
類
と
、
「
志
」
を
「
意
」
に
、
そ
し
て
「
類
」
を
加
え
て
い
る
。

『
家
語
』
は
「
今
子
於
琴
己
習
」
と
し
「
丘
未
得
其
数
也
」
と
続
け

て
い
る
が
、
数
↓
志
↓
人
は
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
、
わ
ざ
わ
ざ
師
嚢

の
言
葉
「
吾
雄
以
撃
磐
為
官
、
然
能
於
琴
」
を
載
せ
て
い
る
の
は
、

明
ら
か
に
『
論
語
』
に
は
師
嚢
の
撃
馨
の
こ
と
し
か
記
さ
れ
て
お
ら

ず
、
弾
琴
に
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
、
こ
の
佳
話
の
信
懸

性
を
増
す
た
め
に
故
意
に
入
れ
た
疑
い
が
濃
い
。
事
実
、
今
日
伝
わ

る
『
孔
子
家
語
』
は
後
世
三
国
魏
の
王
粛
の
偽
書
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
漢
代
の
「
孔
子
学
鼓
琴
」
の
記
事
か
ら
、
以
下
の
こ
と

が
読
み
取
れ
る
。
ま
ず
、
こ
こ
で
明
白
な
の
は
、
孔
子
が
学
ん
だ
の

は
琴
歌
で
な
く
て
琴
曲
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歌
詞
が
あ

れ
ぱ
、
こ
の
曲
が
文
王
の
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
は
明
白
だ
か
ら
、

孔
子
が
こ
の
よ
う
に
時
問
を
か
け
て
稽
古
を
し
、
迷
う
こ
と
は
あ
り

　
　
一
型

え
な
い
。
そ
の
学
琴
プ
ロ
セ
ス
は
、
曲
に
習
熟
し
リ
ズ
ム
を
把
握
し
、

そ
し
て
曲
意
を
理
解
し
て
、
さ
ら
に
孔
子
の
場
合
は
、
そ
の
曲
が
表

す
と
こ
ろ
の
人
物
・
文
王
の
姿
が
眼
前
に
術
佛
と
現
れ
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
『
史
記
』
に
よ
る
と
孔
子
は
先
ず
「
十
日
」
、
こ

の
曲
の
た
め
に
費
や
し
て
い
る
。
だ
が
、
遺
存
の
先
秦
琴
の
構
造
か

ら
し
て
、
習
熟
に
十
日
も
か
か
る
曲
を
演
奏
で
き
る
ほ
ど
の
性
能
を
、

孔
子
の
時
代
の
「
原
始
段
階
」
の
琴
が
具
え
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
た

と
え
曾
侯
乙
墓
と
同
じ
十
弦
琴
と
し
て
も
一
こ
れ
す
ら
も
孔
子
没
後

の
琴
）
箱
形
で
今
日
の
約
半
分
の
有
効
長
度
し
か
な
い
か
ら
音
量
も

小
さ
い
。
し
か
も
琴
面
が
波
を
う
っ
て
い
て
、
左
手
の
技
巧
は
ま
ず

な
か
っ
た
ろ
う
か
ら
右
手
弾
奏
だ
け
で
あ
る
。
首
岳
が
傾
斜
し
て
音

高
差
を
付
け
、
十
弦
と
も
音
高
が
異
な
る
弦
で
あ
っ
た
と
し
て
も
十

音
に
過
ぎ
な
い
。
先
秦
時
代
最
も
機
能
的
に
優
れ
た
コ
ト
類
で
あ
っ

た
薮
に
比
べ
大
い
に
遜
色
が
あ
っ
た
ろ
う
。
二
十
五
弦
の
理
必
は
前
方

九
弦
と
手
前
九
弦
の
高
音
部
で
は
左
右
両
手
を
使
い
ユ
ニ
ゾ
ン
奏
法

で
弾
く
か
ら
音
量
が
大
き
く
、
し
か
も
音
域
が
三
オ
ク
タ
i
ブ
に
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亘
っ
て
い
た
か
ら
、
当
時
の
琴
で
は
音
楽
的
に
蓬
か
に
及
ぱ
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
曲
意
を
云
々
す
る
よ
う
な
複
雑
な
内
容
を
も

ち
え
よ
う
か
。
だ
か
ら
、
前
掲
の
『
琵
譜
』
に
述
べ
る
よ
う
に
、
孔

子
は
琴
で
は
な
く
琵
を
弾
い
た
と
い
う
根
拠
も
こ
の
あ
た
り
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
引
）

孔
子
の
当
時
は
、
結
局
琵
の
補
佐
的
な
役
割
を
果
た
す
に
過
ぎ
ず
文

王
の
人
柄
を
偲
べ
る
よ
う
な
表
現
力
は
具
え
よ
う
も
な
か
っ
た
ろ
う
。

　
「
孔
子
学
鼓
琴
」
に
対
し
て
は
、
歴
代
孔
子
へ
の
尊
崇
と
琴
楽
へ

の
憧
握
、
そ
し
て
こ
れ
が
最
大
の
原
因
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
日
ま

で
楽
器
や
楽
器
史
に
対
す
る
知
識
の
欠
如
と
無
関
心
が
相
倹
っ
て
、

ほ
と
ん
ど
無
批
判
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
当
該
部
分
に

関
し
て
全
く
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
①

孔
子
に
琴
を
教
え
た
と
さ
れ
る
師
嚢
を
「
魯
の
楽
大
師
（
師
は
楽
師

の
意
一
」
と
解
釈
し
た
『
准
南
子
』
の
高
誘
註
は
不
適
当
と
、
明
・

凌
稚
隆
輯
校
『
史
記
評
林
』
に
余
有
丁
の
言
を
註
に
あ
げ
、
ま
た

清
・
梁
玉
縄
も
『
史
記
志
疑
』
で
指
摘
し
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
の
錯

誤
が
生
じ
た
理
由
は
、
「
孔
子
学
鼓
琴
」
の
直
前
に
「
孔
子
撃
磐
」

の
文
言
が
あ
り
、
同
じ
「
世
家
」
の
孔
子
晩
年
の
記
事
に
、
孔
子
が

「
魯
大
師
」
と
楽
を
論
じ
た
文
言
が
あ
る
の
で
混
同
を
来
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
既
述
の
ご
と
く
、
『
論
語
』
に
は
磐
の
楽
師
・

師
嚢
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
琴
も
弾
け
る
と
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
た

『
孔
子
家
語
』
の
文
言
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
し
た
結
果
で
、
梁
玉

縄
が
指
摘
す
る
ご
と
く
歴
代
誤
っ
て
伝
え
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

こ
の
師
嚢
子
な
る
人
物
に
対
す
る
不
自
然
な
内
容
に
関
し
て
は
、
池

田
四
郎
次
郎
『
史
記
補
注
』
で
も
『
史
記
志
疑
』
を
踏
ま
え
て
、
別

人
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
②
『
史
記
評
林
』
、
『
史
記
補
注
』
は
、

『
史
記
・
孔
子
世
家
』
の
内
容
か
ら
し
て
、
孔
子
は
衛
国
に
い
た
の

に
魯
の
師
嚢
に
琴
を
学
ぶ
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

し
か
も
『
史
記
志
疑
』
は
、
こ
の
時
孔
子
は
五
十
九
歳
に
な
っ
て
お

り
、
こ
の
歳
に
な
っ
て
初
め
て
琴
を
習
っ
た
と
い
う
説
は
不
自
然
だ

と
否
定
的
で
あ
る
。
わ
が
瀧
川
亀
太
郎
『
史
記
会
注
考
証
』
も
、
崔

述
の
言
葉
を
引
き
な
が
ら
、
「
崔
述
日
、
師
嚢
、
先
儒
以
為
魯
人
、

近
是
。
孔
子
不
当
学
之
於
衛
也
。
…
学
琴
当
少
年
時
。
此
其
事
之
有

無
、
可
蓋
不
知
」
と
疑
っ
て
い
る
。
③
『
史
記
会
注
考
証
』
は
、
さ

ら
に
『
左
伝
・
嚢
公
二
十
九
年
』
の
季
札
観
楽
の
文
言
「
非
萬
其
誰

能
修
之
」
が
、
「
世
家
」
で
は
「
非
文
王
其
誰
能
為
此
也
」
と
近
似

す
る
と
指
摘
し
て
、
「
詞
気
与
季
札
論
楽
相
似
、
模
擬
之
述
不
可
蔽
、

断
非
孔
子
之
言
」
と
斥
け
、
ま
た
「
眼
如
望
羊
」
「
心
如
王
四
国
」

な
ど
の
表
現
は
「
皆
不
雅
馴
、
与
『
論
語
』
所
記
孔
子
之
言
、
大
不

類
。
蓋
後
人
所
託
」
と
み
な
す
。

　
こ
う
し
た
「
孔
子
学
鼓
琴
」
の
事
実
関
係
の
矛
盾
は
、
当
該
文
の

149



一橋論叢　第126巻　第2号　平成13年（2001年〕8月号　（16〕

虚
構
性
を
露
呈
し
て
い
る
。
先
秦
典
籍
に
照
査
す
べ
き
記
載
が
存
在

し
な
い
の
も
疑
念
を
つ
の
ら
せ
る
。
聖
人
が
聖
人
の
楽
器
を
弾
い
て

聖
王
を
慕
う
こ
と
に
、
な
ん
ら
の
容
曝
も
で
き
な
い
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ほ
ど
の
疑
念
が
湧
い
て
く
る
の
は
、
こ
の
文
言
自

体
に
作
為
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

結
語

　
孔
子
学
鼓
琴
の
説
は
紀
元
前
二
世
紀
頃
の
諸
書
に
現
れ
た
。
孔
子

は
前
五
五
〇
年
∫
前
四
七
九
年
を
生
き
た
人
で
あ
る
。
数
世
紀
も
隔

た
っ
た
記
録
に
は
、
誤
解
や
誤
認
は
大
い
に
あ
り
う
る
。
そ
し
て
書

か
れ
た
時
代
の
影
響
を
受
け
な
い
は
ず
も
な
い
。
筆
者
が
精
通
し
て

い
な
い
事
柄
に
は
杜
撰
に
な
る
の
も
免
れ
な
い
。
聖
人
の
信
奉
考
は

聖
人
を
よ
り
正
確
に
捉
え
よ
う
と
し
て
、
却
っ
て
疑
念
が
生
じ
る
。

た
だ
、
こ
れ
ま
で
の
疑
念
は
「
師
嚢
」
に
「
衛
国
」
で
「
老
年
」
の

孔
子
が
琴
を
学
ん
だ
か
と
い
う
数
点
に
終
始
し
た
。
け
れ
ど
も
、
小

論
の
根
源
的
な
疑
念
は
、
主
に
「
琴
」
と
「
琴
曲
」
と
い
う
音
楽
的

部
分
に
あ
る
。
十
日
で
も
曲
が
つ
か
め
な
い
文
王
の
人
柄
を
偲
べ
る

ほ
ど
の
内
容
を
表
現
で
き
る
性
能
の
琴
が
孔
子
の
時
代
に
果
た
し
て

存
在
し
た
か
、
ま
た
逆
に
、
全
く
琴
を
習
っ
た
こ
と
の
な
い
老
人
孔

子
が
十
日
余
り
で
そ
れ
ほ
ど
の
琴
曲
が
弾
け
た
の
か
と
い
う
点
に
発

し
て
い
る
。
結
論
か
ら
い
え
ぱ
、
孔
子
が
仮
に
鼓
琴
を
し
て
い
て
も
、

そ
の
琴
は
漢
代
人
の
眼
前
に
あ
っ
た
琴
で
は
な
い
。

　
あ
る
い
は
、
以
下
の
よ
う
な
推
測
も
で
き
る
。
多
く
の
先
秦
典
籍

に
は
「
琴
琵
」
と
運
記
し
て
い
る
か
、
『
論
語
』
の
よ
う
に
「
轟
」

の
み
、
『
孟
子
』
『
左
伝
』
の
よ
う
に
「
琴
」
の
み
と
い
う
場
合
が
あ

る
。
漢
代
で
す
ら
琴
琵
の
奏
法
が
似
て
い
て
『
潅
南
子
・
泰
族
訓
』

に
「
琴
不
鳴
、
而
二
十
五
弦
、
各
以
其
声
応
」
と
明
ら
か
に
「
藩
」

を
「
琴
」
と
誤
写
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
混
同
は
常
に
あ
っ
た
。
本

来
は
「
琴
霧
」
と
あ
っ
た
の
を
後
人
が
「
琴
」
の
み
を
残
し
て
、
後

世
忘
れ
ら
れ
た
「
蟹
」
を
除
外
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
元
来

「
琴
」
一
字
だ
け
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
、

本
来
「
孔
子
学
鼓
蟹
」
な
の
に
「
琵
」
を
漢
代
隆
盛
に
な
っ
て
き
た

「
琴
」
と
替
え
、
「
学
鼓
琴
」
に
改
め
て
し
ま
っ
た
可
能
性
で
あ
る
。

だ
が
記
述
の
主
眼
は
、
孔
子
が
た
だ
琴
を
学
ん
だ
こ
と
で
は
な
く
、

聖
王
・
文
王
の
『
文
王
操
』
を
習
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
琵
で
は

な
く
聖
人
の
楽
器
・
琴
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
推
測
は
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
近
年
の
出
土
楽
器
か
ら
、
我
々
は
文
献
の
不
正
確
さ
を
少
し
ず
つ

補
う
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
無
批
判
に
受

け
入
れ
て
き
た
文
献
の
当
否
を
音
楽
の
分
野
で
も
検
討
す
べ
き
時
期
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が
到
来
し
た
。
と
り
わ
け
、
楽
器
は
複
製
品
を
製
造
し
て
か
な
り
の

情
報
を
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
出
土
楽
器
の
認
定

に
は
文
献
研
究
が
不
可
欠
で
あ
り
、
文
献
を
無
視
し
て
は
実
証
は
成

立
し
な
い
。
我
々
は
典
籍
を
照
査
し
つ
つ
慎
重
に
文
献
批
判
を
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

　
小
論
は
、
こ
う
し
た
立
場
で
探
究
し
た
試
論
で
あ
る
。
漢
代
琴
楽

に
か
か
わ
る
諸
文
献
を
照
査
し
、
考
古
学
的
成
果
を
根
拠
に
得
ら
れ

た
一
つ
の
結
論
は
、
孔
子
の
『
文
王
操
』
を
学
ん
だ
佳
話
が
漢
代
琴

楽
の
発
展
の
な
か
で
、
漢
代
人
の
「
孔
子
」
と
当
時
の
「
琴
楽
」
を

結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
意
識
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
琴
曲
発
展
の
過
程
で
、
ま
さ
に
彼
ら
の
「
孔
子
」
が
文
工
⊥
の

人
と
な
り
を
慕
っ
た
よ
う
に
、
弾
琴
に
よ
っ
て
古
の
聖
人
の
心
を
汲

み
と
る
奏
楽
法
は
、
漢
代
の
「
雅
琴
」
の
理
念
の
具
象
化
し
た
も
の

と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
後
人
は
彼
ら
の
「
孔
子
」
の
弾
奏
を
範
と

し
て
受
け
継
ぐ
こ
と
こ
そ
、
雅
琴
の
神
髄
と
心
得
た
に
違
い
な
い
。

し
か
し
、
音
楽
史
の
立
場
か
ら
言
え
ぱ
、
こ
れ
は
儒
家
の
好
ん
だ
佳

話
で
あ
っ
て
虚
構
の
域
を
出
な
い
内
容
と
見
な
せ
よ
う
。

（
1
）
　
揚
雄
『
琴
清
英
』
、

解
字
』
な
ど
、
神
農
説
。

桓
謂
『
新
論
・
琴
道
篇
』
、
許
慎
『
説
文

（
2
）
　
察
畠
『
琴
操
』
も
同
じ
。
小
論
は
該
書
に
成
書
年
代
に
不
安

　
が
あ
る
た
め
言
及
し
な
い
。

（
3
）
　
四
川
綿
陽
出
土
の
後
漢
琴
偶
な
ど
。

＾
4
）
小
論
で
は
原
文
に
「
絃
」
と
な
い
限
り
「
弦
」
と
し
た
。

（
5
）
　
『
琴
清
英
』
や
『
風
俗
通
義
』
に
も
類
似
文
言
あ
り
。

（
6
）
　
『
戦
国
策
■
斉
二
『
黒
子
・
非
楽
』
『
萄
子
・
富
国
』
な
ど

　
「
弾
琴
」
は
ご
く
稀
で
あ
る
。
『
塩
鉄
論
・
散
不
足
』
で
は
、
「
卿

　
大
夫
有
管
馨
、
士
有
琴
琵
。
往
者
民
間
酒
会
、
各
以
党
俗
弾
箏
、

　
鼓
缶
而
已
」
と
弾
箏
が
庶
民
音
楽
で
、
琴
は
当
時
「
鼓
琴
」
だ
っ

　
た
の
に
対
し
て
「
弾
箏
」
と
称
し
て
い
た
。

一
7
）
　
『
漢
書
・
東
方
朔
伝
』
や
『
後
漢
書
・
梁
鴻
伝
』
に
も
隠
士

　
の
鼓
琴
の
楽
し
み
に
対
す
る
一
種
の
憧
慣
が
見
え
る
。

（
8
）
　
当
時
、
琴
面
は
桐
、
底
板
は
梓
製
と
記
さ
れ
て
い
る
。
形
状

　
は
箱
形
か
ら
徐
々
に
横
長
に
な
る
。
漢
代
は
す
で
に
横
長
。
葱
は

約
ニ
メ
ー
ト
ル
の
共
鳴
胴
を
持
つ
が
琴
は
左
手
指
法
運
用
の
た
め

約
半
分
。

（
9
）
第
二
章
第
二
節
人
民
音
楽
出
版
社
　
一
九
八
二
年
北
京
。

（
1
0
）
　
『
音
楽
研
究
』
一
九
八
五
年
第
三
期
（
人
民
音
楽
出
版
社

北
京
）
所
収
。

（
u
）
　
許
氏
の
論
証
は
多
く
宋
の
郭
茂
僑
『
楽
府
詩
集
』
に
よ
っ
て

　
い
る
。

一
1
2
）
桓
謂
『
新
論
・
琴
道
』
は
『
東
観
漢
記
・
桓
謂
』
『
後
漢
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書
・
桓
謂
伝
』
な
ど
に
拠
る
と
後
文
を
班
固
が
綴
っ
た
と
あ
る
。

（
1
3
一
例
え
ぱ
『
文
王
操
』
は
明
代
『
謝
琳
太
古
遺
音
』
（
一
五
十

　
一
年
刊
）
等
に
歌
曲
が
あ
る
。
但
し
孔
子
が
学
ん
だ
と
仮
定
さ
れ

　
た
の
は
器
楽
と
推
断
さ
れ
る
の
で
『
琴
譜
正
伝
』
（
一
五
四
七
年

刊
）
等
に
収
め
ら
れ
る
十
段
物
の
よ
う
な
比
較
的
長
い
も
の
だ
っ

　
た
ろ
う
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
原
曲
で
な
か
ろ
う
。

（
1
4
）
　
『
中
国
音
楽
学
』
一
九
八
八
年
第
四
期
一
中
国
芸
術
院
音
楽

　
研
究
所
　
北
京
）
所
収
。

（
1
5
）
　
『
後
漢
書
・
宋
弘
伝
』
に
も
引
く
。

一
1
6
）
　
『
中
国
古
代
音
楽
楽
論
選
輯
』
九
五
頁
一
一
九
八
一
年
　
人

　
民
音
楽
出
版
杜
）
所
収
。

＾
1
7
）
　
『
後
漢
書
・
律
志
』
に
「
竹
声
不
可
以
度
調
」
と
力
説
す
る
。

一
1
8
）
　
琴
葱
は
漢
代
以
降
全
く
異
な
る
楽
器
で
あ
る
の
に
、
「
琴
琵

　
混
同
」
は
常
に
あ
っ
た
。
コ
ト
類
の
総
称
と
し
て
「
琴
彊
」
と
書

　
い
た
り
、
琴
琵
の
区
別
が
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
り
、
区
別
の
必

　
要
を
感
じ
な
か
っ
た
り
と
、
そ
の
原
因
は
様
々
で
あ
る
が
、
そ
れ

　
ゆ
え
今
日
、
文
献
の
み
で
解
釈
す
る
と
誤
解
が
生
じ
る
。
紀
元
後
、

　
琴
が
徐
々
に
発
達
し
琵
は
凋
落
し
た
か
ら
、
本
来
「
懇
」
と
か

　
「
琴
霧
」
と
書
写
し
て
い
た
の
を
「
琴
」
で
代
表
し
て
い
る
の
で

　
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
も
た
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
近
年
多
量

　
の
先
秦
蕾
が
出
土
し
て
琵
に
対
す
る
認
識
が
高
か
ま
っ
た
こ
と
か

　
ら
尚
更
琴
懇
の
区
別
が
重
要
に
な
っ
て
き
た
。

（
1
9
）
　
「
十
三
絃
裏
一
時
に
愁
う
」
一
，
伍
芳
箏
心
』
所
収
　
一
九
九

　
六
年
　
日
本
文
化
財
団
一
参
照
。

（
2
0
）
　
琵
琶
の
柱
や
ギ
タ
ー
の
フ
レ
ッ
ト
の
よ
う
に
弦
と
直
角
に
数

弦
に
わ
た
る
固
定
ブ
リ
ッ
ジ
。
琵
箏
類
は
一
弦
一
柱
で
雁
行
に
似

　
る
の
で
可
動
「
雁
柱
」
と
い
う
。

（
2
1
）
　
こ
の
説
は
誤
認
で
あ
る
と
思
う
が
別
に
論
を
立
て
て
論
ず
る
。

　
管
見
で
も
臥
塑
凄
は
琴
と
は
形
状
上
容
易
に
相
違
が
判
明
す
る
と

　
認
識
し
て
お
り
、
琴
と
混
同
し
な
い
か
ら
、
い
ま
は
除
外
す
る
。

（
2
2
）
　
『
黄
鐘
』
一
九
八
九
年
第
一
、
第
二
期
（
武
漢
晋
楽
学
院
学

　
報
　
武
漢
）
所
収
。

（
2
3
）
　
広
州
南
越
王
趨
昧
墓
か
ら
琴
鰺
が
出
土
し
た
が
、
琴
本
体
は

　
す
で
に
腐
蝕
し
て
い
る
の
で
ふ
れ
な
い
。

易
）
　
『
故
宮
博
物
院
院
刊
』
一
九
九
五
年
第
四
期
（
故
宮
博
物
院

　
北
京
）
所
収
。

＾
2
5
）
　
李
純
一
『
中
国
上
古
出
土
楽
器
綜
論
』
第
十
八
章
（
文
物
出

　
版
杜
　
一
九
九
六
年
　
北
京
）
凸

＾
2
6
）
　
『
潅
南
子
・
氾
論
訓
』
よ
り
琴
琵
調
弦
法
に
数
種
あ
っ
た
よ

　
う
だ
が
、
や
は
り
五
音
音
階
調
弦
が
主
で
あ
っ
た
ろ
う
と
恩
わ
れ

　
る
。

＾
2
7
）
　
八
八
頁
　
軽
工
業
出
版
社
　
一
九
八
七
年
　
北
京
。

（
2
8
）
　
一
八
四
頁
　
東
方
出
版
社
　
一
九
九
九
年
　
北
京
。

（
2
9
）
　
冊
子
『
北
京
琴
迅
』
一
九
九
五
年
第
三
期
（
北
京
琴
楽
研
究
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会
　
北
京
）
所
収
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

（
3
0
）
　
勲
櫨
『
九
九
錆
夏
録
・
琴
家
虞
山
派
』
に
も
「
孔
子
鼓
琴
既

得
其
人
、
而
師
嚢
始
言
是
文
王
操
。
可
知
其
有
声
無
文
也
。
使
有

文
則
孔
子
固
已
知
之
。
何
待
師
嚢
之
告
乎
」
と
い
う
。

（
3
ユ
）
　
補
佐
的
と
い
う
の
は
、
馬
王
堆
の
琵
柱
位
置
か
ら
推
し
て
、

当
時
の
葱
は
一
弦
か
ら
九
弦
と
十
七
弦
か
ら
二
十
五
弦
ま
で
が
同

晋
調
弦
と
目
さ
れ
、
低
音
部
は
中
間
の
七
弦
が
担
当
し
て
い
た
。

そ
れ
は
、
高
音
旋
律
を
奏
す
る
の
に
、
前
後
に
離
れ
て
い
た
方
が

両
手
手
弾
に
便
利
だ
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
の
中
問
の
七
弦
は
、
馬
王

堆
一
号
墓
か
ら
出
土
し
た
琵
の
有
効
長
度
と
、
三
号
墓
か
ら
出
た

　
琴
の
と
が
ほ
ぼ
重
な
る
。
そ
こ
で
、
斉
奏
に
際
し
て
は
、
高
音
部

　
を
両
手
で
弾
い
て
い
た
琵
の
低
音
部
七
音
と
、
琴
の
七
弦
が
斉
奏

　
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
も
で
き
る
。
く
わ
え
て
、
漢

　
代
琴
歌
が
こ
の
葱
の
低
音
部
の
音
域
に
あ
っ
て
い
て
そ
れ
が
文
人

　
の
個
人
的
に
歌
唱
す
る
静
逸
な
琴
歌
に
相
応
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ

　
う
。

補
記
　
小
論
を
書
く
に
あ
た
り
、
三
枝
正
雄
、
橋
本
圭
祐
、
深
海
さ

　
と
み
、
笹
倉
一
広
の
諸
氏
に
貴
重
な
御
示
教
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に

　
鳴
謝
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
教
授
一

（19）　漢代琴楽と孔子楽鼓琴疑義
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